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1. 問題意識

知財権を巡る国際訴訟は趨勢的に増加傾向にあるが，民訴法ではその他の訴

訟類型と同様に，一般的な管轄規定によってこれに対応することが想定されて

いる。そうした中にあって．法定専属管轄を定める民訴法 3条の 5 は．知財権

のみを念頭に置いた規定（第 3 項）や 知財権を主要な規律対象の一つに据え

る規定（第 2項）を特別に用意している (1)。もっとも．登録知財権に関連する

これら法定専属管轄規定の趣旨は一見すれば明らかなようにも思えるが，裁判

実務等と照らし合わせると．実のところ，これら規定の意味するところはさほ

ど明快とは言い難い。

第一に．民訴法 3 条の 5 に関しては．立案担当者・通説的見解によれば，こ

れが単に日本の国際裁判管轄を根拠付けるだけではなく．民訴法 3条の 10 に

基づき，同法 3 条の 5 の連結点が外国に所在する場合には日本の国際裁判管轄

を否定する機能を有すると解されている（本稿では，これを「法定専属管轄規定

の双方化j ということがある）。従って，民訴法 3 条の 5 第 2 ・ 3 項に関して言え

ば．知財権の登録地が外国に所在する場合には．これら条項に規定する訴訟に

ついて日本の国際裁判管轄が否定されることになる。しかしながら，後述（2.

(2））の知く．これまでの裁判実務では．外国知財権の登録に関する訴えについ

て必ずしも日本の国際裁判管轄を否定しているわけではなく．立案担当者・通

説的見解と裁判実務との問で見解が一致しているとは言い難い。両者の主張内
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容について検証を加え．その是非を論じることを要するほか，仮に法定専属管

轄規定の双方化を支持しないとすれば，外国登録知財権の登録，存否又は効力

を巡る訴えが日本の裁判所に提起された場合に，日本の裁判所はこれを知何に

取扱うべきかを論じる必要があるだろう。

第二に，民訴法 3 条の 5 第 2 項に関連して，立案担当者は， f登録に関する

訴え」の中には．義務者に対する登録手続をすべきことの意思表示を求める訴

え．登録の義務の積極的・消極的確認を求める訴え，具体的には，登録移転

（抹消）請求訴訟，登録移転（抹消）義務の確認訴訟，登録移転（抹消）義務の

不存在確認訴訟等が含まれるとする（2）。また．日本の知財法制では不適法とさ

れるが．登録の存否・有効性に関する訴訟．即ち登録無効確認訴訟や登録取消

訴訟なども同項の適用対象に含めても良い（3）。もっとも．当事者が契約に基づ

いて外国知財権の登録移転請求や抹消請求等を行う場合には，当事者の便宜や

予見可能性の確保を考慮すれば，果たして一律に，日本の国際裁判管轄を否定

すべきと断言できるか疑問である。例えば，当事者がともに日本企業であり．

両者の聞で外国知財権の譲渡契約に関して登録移転または抹消が問題となって

いる事例や，当事者間で日本に専属管轄を認める合意がされている事例等を想

起すれば良いだろう。仮に民訴法 3 条の 5 第 2 項の射程を制限することができ

れば．同項が企業の取引実務に及ぼす悪影響を相当程度回避することが可能に

なると見込まれる。

なお，これら諸問題の検討に当たっては．先行研究の成果および裁判実務を

踏まえることは勿論であるが，わが国における法定専属管轄に関する研究成果

の蓄積は比較的僅少である。このことを踏まえて，必要に応じて．欧州連合プ

リユツセル Ibis 規則およびその解釈論等を参照することにより，比較法的視点

を適宜導入し検討の一助とする。

2. 法定専属管轄規定の双方化

{ 1 ）立案担当者および学説

立案担当者は，民訴法 3 条の 10 の解釈論として．「日本の裁判所に提起され

た訴えが，法定専属管轄の定めのある訴えに該当し．その規定を適用すれば日
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本の裁判所に管轄権が認められる場合には，日本の裁判所が管轄権を有するこ

ととなり，その規定を適用すれば日本の裁判所に管轄権が認められない場合に

は，第 3 条の 2 以下の規定によれば日本の裁判所に管轄権が認められることと

なるとき（例えば，被告の住所地が日本圏内にあるとき）であっても， 日本の裁

判所の管轄権は認められず，訴えが却下される」（4＞（下線は執筆者による）との

解説を加える。通説的見解もこの立案担当者の見解を忠実に踏襲するら）。

これに対して，横溝大教授は異論を唱える。同教授は．ある事項につき，わ

が国民訴法 3 条の 5 の観点から国際専属管轄が認められる外国において．当該

事項が国際専属管轄の対象になっていない場合等を想定し．こうした場合には，

当該事項に関する訴えを日本の裁判所が却下しても，わが国民訴法の観点から

国際専属管轄が認められる外国の国家政策を尊重することにもなり得ず，それ

どころか無意味に私人の裁判を受ける権利を制約するものであると捉える。そ

のうえで，立法論として こうした場合には他の管轄規則により日本が裁判管

轄権を行使する余地を認めるべきであるとの見解を提示する（6）。

(2）裁判例

法定専属管轄規定の双方化に関して．立案担当者・通説的見解と少数見解を

概観してきたが，裁判実務はこの問題を如何に取扱ってきたかを確認する。知

財権の登録を巡る事案が⑦東京地判平成 5 年 10 月 22 日知財裁集 26 巻 2 号

729 頁［参考収録］（「平成 5 年判決J という白上告審として最判平成 7 年 1 月 24

日平成 6 年（オ）第 2033 号がある），②東京地判平成 15 年 9 月 26 日平成 15 年

（ワ）第 14128 号（「平成 15 年判決」という。控訴審判決として東京高判平成 16 年 1

月 21 日平成 15 年（ネ）第 5273 号があるに⑨東京地判平成 16 年 3 月 4 日平成 13

年（ワ）第 4044 号（「平成 16 年判決J という。控訴審判決として東京高判平成 16 年

8 月 9 日平成 16 年（ネ）第 1627 号がある），③東京地判平成 19 年 3 月 28 日平成 8

年（ワ )14031 号（「平成 19 年判決J という）の 4 件，不動産登記を巡る事案が②

東京地判平成 27 年 3 月 31 日平成 24 年（ワ）第 30809 号（「平成 27 年判決」とい

う）の 1 件である。

これら裁判例のうち，平成 23 年改正民訴法が適用されるのは，②平成 27 年
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判決のみである。平成 27 年判決の事案のうち．フランス所在の不動産にかか

る移転登記の抹消手続の履践を求めた部分については．民訴法 3 条の 5 第 2 項

を基準とすれば，フランスの裁判所に法定専属管轄が認められる。立案担当

者・通説的見解に従つのであれば．東京地裁はこの部分について訴えを却下す

べきであった（7）が．実際には国際裁判管轄の問題に言及することなく本案審理

を行い，移転登記の抹消手続の履践請求を認容している。もっとも．平成 27

年判決がこの論点を意識したうえで，敢えて立案担当者・通説的見解とは異な

る立場に依拠して，却下ではなく本案判断を行ったと捉えるのが適当かと言わ

れれば．大いに疑問である。本判決では．少しの跨踏いもなく外国における登

記手続の履践を命じており，法定専属管轄規定の双方化の是非について殊更意

識しているようには感じられない。むしろ．この論点に特段の問題意識を持つ

ことなく．登記・登録は私人間の実体的な権利義務関係に基づいて行われる以

上，仮令外国の登記・登録が問題とされる事案であろうが．基礎となる実体的

な法律関係について日本が裁判管轄権を有するのであれば．その必然的結果と

して生じる登記・登録義務を認定し．当事者に対して手続履践を命じても何ら

の差し支えもないとする姿勢すら感じ取ることができる（8）。

それ以外（⑦～＠）の裁判例は．平成 24 年 4 月 l 日より前に係属した事案

であるから．平成 23 年改正民訴法は適用されず．国際裁判管轄の問題につい

ては条理に基づき判断がなされるべき事案であったことには留意を要する。当

時の学説でも既に，専属管轄の双方化を肯定する見解が通説的地位にあった仰

が，具体的に如何なる事項がわが国の専属管轄に属するかという肝心要の論点

を巡っては，必ずしも意見の一致を見ていたわけではないように思われる。不

動産関連事項(10），法人等団体の存否および内部閥係に関する事項（11）と並んで．

登記・登録に関する事項(12）.登録工業所有権の効力・有効性に関する事項(13)

等が専属管轄事項に該当する旨提唱されていたものの．事項毎に提唱者にばら

つきがあるほか，各事項の外延を明確に画する程に精綴な検討がなされていた

とまでは評価し得まいロそのことも影響してのことであろうか．③平成 15 年

判決は．平成 23 年改正民訴法の立案担当者・通説的見解と同じく，専属管轄

の双方化を肯定する立場を表明したものの．その表明は飽くまで傍論において
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である。また，⑦平成 5 年判決．⑨平成 16 年判決，および③平成 19 年判決は

外国知財権の登録に関する事案であるが．上記学説の見解を踏まえれば．当時

でも日本の国際裁判管轄を否定する余地はあったものの．実際には国際裁判管

轄の問題に一切触れることなく本案判断を行っている 04）。外国の登記・登録

に関する訴訟を日本の裁判所が知何に取扱うべきかという点について，平成

23 年民訴法改正前の裁判実務もやはり一貫した見解を提示してはくれない。

(3）欧州連合における識論

法定専属管轄規定の双方化の是非に関して．残念ながら．わが国の裁判実務

および先行研究から十分な示唆を得ることは難しい。これに対して．欧州連合

では．プリユツセル条約（15）以降国際裁判管轄規定について不断の見直しが図

られてきた（16）が，その過程で，法定専属管轄の存在意義および、具イ本的な規定

のあり方等に関する検討も比較的活発になされてきた経緯がある。この点に関

して．欧州連合ではわが国とは異なり，法定専属管轄を定めるブリュッセル

Ibis 規則 24 条の双方化（反射的効果）を否定する見解（以下「否定説」という）

が支配的である (17) (18）。否定説は．同規則 24 条の連結点が非構成国に所在し

同条によればいずれの構成国にも法定専属管轄が認められないものの，被告の

住所がある構成闘の領域内に所在する場－合には．同規則 4 条 l 項を適用し当該

構成因に国際裁判管轄を認めるべきとする (19）。これに対して，少数説ながら，

同規則 24 条の双方化（反射的効果）を肯定する見解（以下「肯定説」という）

も存在する。肯定説は．同規則 24 条に規定する法定専属管轄の述結点が非構

成国に所在する場合には，仮令被告の住所がある構成国に所在するときであっ

ても．同条の規定の精神に鑑みて．その構成図は自国の管轄を否定し，当該非

構成国の管轄を優先すべきであると考える（加。

(4）私見

結論を先取りすれば，法定専属管轄規定の双方化を行う合理的理由はないと

思われる。わが国では当然の如く双方化を支持する見解が提唱されるが，これ

と同じ結論を支持する欧州連合における肯定説は，その正当化根拠として．相
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互主義の促進と管轄の協調的配分の実現の 2 点を掲げる。もっとも，次に示す

とおり，これら 2 つの正当化根拠は薄弱であり説得力に欠ける。

(1）外国の法定専属管轄を判断する基準として当該外国の規定ではなく自国

の規定を用いたとしても．当該外国と自国の聞で法定専属管轄の事項的範

囲が一致するとは限らない以上，実際的な意義を有しない。法定専属管轄

規定の双方化が相互主義の促進に真に繋がるかは，疑問である。

(2）各国毎に国家的関心が異なる以上 自国と外国の法定専属管轄規定の閑

で，その事項的範囲に不一致が生じるのは避けられない。従って，自国の

法定専属管轄規定を基準として外国の法定専属管轄の事項的範囲を判断し

たとしても．管轄の協調的配分を実現できる保証はない。

そのうえで．否定説を採用するのが妥当である。各国の国家的関心に基づき

法定専属管轄規定が設けられる一方で．民事訴訟では当事者聞における法的紛

争の解決を目的に手続が進められることから．国家の要請と当事者の要請の間

で均衡を図る必要がある。欧州司法裁判所は．法定専属管轄に一定の正当性を

認めつつも，他方で，法定専属管轄が存在することにより．当事者にとって司

法による権利救済の道が制限されるほか，当事者による管轄合意や応訴管轄が

認められず，当事者から法廷地選択の自由を奪い去るのみならず，住所地でも

ない法廷地に当事者をヲ iっ張り出すなど 当事者の便宜に沿わない事態を惹起

するリスクがあることを再三に亘って指摘してきた（21）。こうしたことから，

欧州司法裁判所は法定専属管轄規定を制限的・抑制的に適用すべきとする基本

姿勢を強く打ち出しており．欧州の支配的学説も広くこれを共有している（却。

法定専属管轄規定の双方化を論じたとしても，それは外国の国家的関心を尊重

することに繋がらないどころか．私人である当事者から裁判を受ける権利や司

法による権利救済の機会を無意味に奪い去るものでしかない。このことを踏ま

えると．欧州連合のこうした基本姿勢は．日本の国際民事訴訟法においても共

有し得るものと位置付けられるだろう。自国の基準に照らして外国の国家的関

心に関わる事項が争点になっていると評価できるにしても，当事者の要請を考

慮すれば．当事者の共通住所地図等における紛争解決という選択肢をア・プリ
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オリに排除するのは適当でないように思われる。

また．登録知財権を巡っては実務面で特別な考感を要すると考えられる。あ

る発明には日本の特許権だけではなく，外国においてもこれに対応する特許出

願が必ずと言って良いほどなされるが．当事者間で特許権を譲渡する場合には．

これら内外の特許権を一括譲渡するのが通常である。こうした場合に譲渡契約

を巡り当事者間で紛争が生じ．登録移転債務の履行が問題になれば．立案担当

者・通説的見解に基づく限りは，日本の特許権については日本で訴訟を提起す

ることが義務付けられる一方で，外国の特許権については日本以外での訴訟提

起を強いられることになるω。こうした事態ともなれば．登録の移転・抹消

を求める場合に，登録図毎に訴訟が分断される倶れすら生じるが，それは訴訟

コストの増嵩に止まらず．登録国毎に判断が分かれることで当事者間の法律関

係の安定性を損なうことにも繋がりかねない。さらに言えば，特許権譲渡契約

の場合が典型であるが，譲受企業から登録移転債務の履行が求められた場合に．

譲渡企業は代金債務の履行を求めて反訴を行う可能性がある。仮に外国特許権

の登録移転・について日本の国際裁判管轄が認められないとすれば．わが国裁判

所は，譲受企業からの本訴については．日本の特許権の登録移転に限り自身の

管轄を肯定して本案処理を行うに止まるだろう。他方で＼譲渡企業からの反訴

について．わが国裁判所が日本の特許権の登録移転に対応する代金債務のみを

取扱うのであれば兎も角．わが国裁判所が外国特許権の登録移転に対応する部

分も含めて，譲渡契約で示された代金全額について裁判管轄権を行使すること

が許容されるのであれば．両者の請求問で不均衡が生じてしまう（24）。これは

当事者の利害とも関係することであるが，譲渡企業．譲受企業からすれば，特

許権譲渡契約を締結するに当たり．各々が当該契約に伴う総ての法的リスクに

ついて一体として判断を行い．合意に向けた意思形成を図っているはずである。

登録移転・抹消請求が日本の特許権だけではなく．外国の特許権にも及ぶので

あれば．また．特許権の登録移転・抹消それ自体に止まらず．その裏側に存在

する代金債務の履行も問題になるのであれば．これらが同ーの特許権譲渡契約

に関する法的紛争である以上，当事者はこれらの事項総てについて．紛争の一

体的な解決が図られることを期待するのが通常であろう。とりわけ，特許権譲
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渡契約の中に日本に専属管轄を認める合意条項が存在する場合や当事者がとも

に日本企業である場合には 当事者としては，外国特許権の登録移転・抹消請

求や外国特許権に関する代金支払・返還請求についても．日本の特許権に関す

る同様の請求と併せて．日本の裁判所で紛争解決を図ることを強く希望してい

るものと考えられる。少なくともこうした場合には．当事者間の衡平および当

事者の予見可能性の確保という視点に立って．外国の国家的関心への配慮に優

先させる形で当事者の窓思を尊重することが必要であるように思われる問。

(5）私見による具体的な事案処理

これまで日本の裁判所では外国知財権の畳録を巡る幾つかの訴訟が提起され

本案判断に至っているが．それらはいずれも外国知財権の譲渡契約等に関連し

て登録の移転もしくは抹消を争うものであった（2. (2）⑦～＠）。このような訴

訟類型では．当事者間に契約等基礎となる実体的法律関係が既に存在している

のが通常である。日本の裁判所としては，国際民事訴訟法に照らしてかかる実

体的法律関係について裁判管轄権を行使することが許容されるのであれば，そ

の実体的法律関係に関する判断結果を反映させる形で．外国知財権の畳録の帰

趨について判断を行ったとしても問題はなく．当事者の衡平や予見可能性の確

保という視点からはむしろ望ましいケースの方が多いであろう。民訴法 3 条の

2 以下の一般的な管轄規定に基づいて．日本の国際裁判管轄を肯定できるので

あれば，実体的法律関係に関する判断に止まらず，これを反映させるべく，外

国知財権の登録に関する判断も併せて行うべきとする要請は比較的強いのでは

ないかと思われる。もっとも執筆者も．外国知財権の登録移転・抹消等を争う

訴訟について常に日本の国際裁判管轄を肯定すべきであると主張しているわけ

ではない。比較法的に見れば わが国とは異なり．欧州連合等では知財権の登

録移転・抹消請求等を法定専属管轄の対象から除外している（26）ことをも考え

合わせると．民訴法 3 条の 10 を根拠として同法 3 条の 5 を双方化することに

より．外国知財権の登録移転・抹消請求訴訟等についてわが国の国際裁判管轄

を一律に放棄する必要はないと主張しているだけである。外国知財権の登録移

転・抹消請求等に関する訴訟であっても．民訴法 3 条の 2 以下の一般的な管轄
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規定に基づいて国際裁判管轄の有無を判断したうえで．例えば登録国において

知財権の登録移転・抹消請求等が法定専属管轄事項として規定されているよう

な場合には．同法 3 条の 9 に基づいて例外的に訴訟を却下すればよいであろ

う（27）。

これに対して，外国知財権に関する訴訟としては，権利または登録の無効確

認訴訟や取消訴訟といった類型も考えられる。わが国の知財法制では権利また

は登録の無効確認等に関する第一次判断を行政機関による審判手続に委ねるが．

仮にこれらの問題を民事訴訟として位置付け裁判所の管轄事項とする法制を採

用する図があるとすれば．日本に住所を有する当事者聞において，当該国知財

権自体またはその登録を巡って無効確認訴訟等が日本の裁判所に提起される可

能性がある。通説的見解が．民訴法 3 条の 10 を足掛かりに同法 3条の 5 を双

方化させる形で，日本の裁判所において外国の登録知財権に関する訴訟を却下

することを企図するのは．恐らくはこうした訴訟類型を主として念頭に置いて

いるからではないだろうか。

執筆者自身もこうした訴訟類型についてまで日本の国際裁判管轄を及ぼすこ

とが必ずしも適当とは考えていなし凡例えば，知財権の権利または登録の無効

確認・取消訴訟は．仮令私人間の紛争であったとしても．その主眼が出願・登

録における手続の適正を判断するものである以上 最も適正かつ迅速に判断を

下すことができるのは，通常は登録国である。当事者が，出願・登録手続の暇

庇．要件の不充足を理由として．権利または登録の無効確認請求等を行うよう

な場合には．仮令民訴法 3 条の 2 以下の一般的な管轄規定に基づいて日本の国

際裁判管轄が肯定され得る場合であったとしても，同法 3 条の 9 に基づいて事

案の性質．証拠の所在等を考慮したうえで．適正かつ迅速な審理の実現を妨げ

ることとなる特別の事情の存在を認定することにより，最終的には訴えを却下

すべき場合が大半であろう。

3. 「登録に関する訴え」（民訴法 3 条の 5 第 2項）を巡る解釈論

( 1 ｝問題の所在

既述（2. (4））のとおり，法定専属管轄規定の双方化について．私見は否定
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説による。もっとも．こうした法定専属管轄規定の双方化を巡る議論の帰趨に

拘らず，これとは別個独立して．民訴法 3 条の 5 第 2 項に規定する「登録に関

する訴え」という概念について，射程を制限する形で新たな解釈論を展開でき

ないかを検討する余地は大いにある。立案担当者・通説的見解によれば，この

概念には知財権の登録移転請求や抹消請求等を含むとするが，登録の存否．正

当性自体を争う訴えであれば兎も角，登録自体が真正に成立していることを前

提として私人間でその登録の帰属を争う訴えについてまで．法定専属管轄事項

としての資格を付与する必要が果たしてあるのだろうか。この点は大いに疑問

であるo

(2）従前の経緯

立案担当者によれば，民訴法 3 条の 5 第 2 項の「登録に関する訴えJ には知

財権の登録に関する訴えも含まれるとしており（28)•この訴えには義務者に対

する登録の手続をすべきことの意思表示を求める訴え，登録の義務の積極的・

消極的確認を求める訴え等が含まれるとする（加。通説的見解もこれを支持す

る（30）。問項の立法理由は．①登録等の公示制度は公益性が高いこと．②登録

国こそがその登録に関する判断を最も迅速かつ適正に行い得ること，③登録国

以外の固に国際裁判管轄を認めても．判決に基づき登録をするためには登録国

の手続を要することから迂遠であることに求められる（31)

もっとも，後述（3. (4））の如く．これら民訴法 3 条の 5 第 2 項の立法理由

が薄弱であるとの指摘が再三にE り繰り返し示されてきた（32）。また，民訴法 3

条の 5 第 2 項が制定されるまでは．わが国の特許登録実務において．外国裁判

所でわが国知財権の登録に関する判決が下され得ることが前提とされてい

た（33）が，平成 23 年民訴法改正に合わせてこうした実務を変更する必要性が

あったのかと関われれば．この点も大いに疑問である。そのうえ．知財取引に

おいては同一の発明から生じる複数国の登録知財権を纏めて譲渡対象とするな

ど，取引当事者からすれば．これら複数の知財権を一括して取扱うべき要請は

強いものの．仮に民訴法 3 条の 5 第 2 項の「登録に関する訴えJ を立案担当

者・通説的見解に沿って理解するとすれば．法定専属管轄規定の双方化につい
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て肯定説が覆らない限り．少なくともわが国知財権の登録帰属とそれ以外の知

財権の登録帰属を各々別の国の裁判所で争わなければならず，これら知財権を

一括で譲渡したいと考える当事者の要請との聞で魁艇が生じる倶れが高い。民

訴法 3 条の 5 第 2 項の立法理由を薄弱とする議論が元々あったことに加えて，

これらのことを理由として同項の規定内容に批判的な声が強まったことから．

「登録に関する訴えJ という文言を制限的に解釈することによって，同項の射

程を限定しようとする見解（加が次第に見受けられるようになってきた。

(3）ブリュッセル Ibis 規則 24 条 4 号

プリュッセル Ibis 規則 24 条 4 号は，「出願または登録を要する特許，商標．

意匠その他これらに類似の権利の登録または有効性を対象とする手続J を．登

録国の法定専属管轄事項とする旨を規定する。同項の根拠は登録知財権の属地

性，権利付与国の国家的関心の尊重等に求められる（お）が，その背景には，こ

れら知財権は各国の政策判断に基づき創設される権利であって，各国の法体系

と密接な関係を有する以上，各知財権の登録および有効性はその登録国の裁判

所において判断されるべきとの考えが存在する（36）。

同号の事項的適用範囲は，知財権の「登録J と「有効性J であるが，前者は

登録の適法性（die OrdnundsgemaBheic），後者は権利の有効性（die Giilcigkeic）を

指す（37）。これが指し示す事項的範囲については．プリユツセル条約 16 条 4 号

当時から，「問題とされる権利の審査及び付与の過程において公的当局によっ

て実施された行為の有効性に影響を与える性格のものJ倒といった定式化がな

されており．メルクマールとして．公的サービス機能を有する知財当局の行為

との直接的な関連性が要求される（39）。このうち特に「登録J について詳細を

見ると．申請．付与．異議申立，無効申立，取消請求といった一連の登録手続

の適法性が同号の対象事項とされる（-10）が．契約やライセンス付与等による権

利譲渡に伴う登録移転・抹消請求等は同号の対象事項に含まれないとされ

る（41）。後者（登録移転・抹消請求等）を法定専属管轄の対象事項から除外する

理由は．登録移転・抹消請求等の事案では公的当局は単に譲渡当事者の法律行

為を記録する（mere recording）に止まり．何ら実質的判断を伴う行政上の権能
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を行使しているわけではない（no administrative role）ことに求められるようであ

る（42）。欧州司法裁判所では，当事者間で知財権および登録の帰属を巡って紛

争が生じていたとしても．そのこと自体が登録国に法定専属管轄を認める理由

にはならないと考えている。例えば．特許権の対象となる発明を行った従業員

と，雇用関係を理由として特許権に対する自身の権利を主張する雇用主（厳密

にはその破産管財人）との聞で生じた，権利・登録の帰属を巡る紛争について，

ブリユツセル Ibis 規則 24 条 4 号（当時はプリユツセル条約 16 条 4 号）の適用を

否定した裁判例（43）がある。

(4）私見

わが国民訴法 3 条の 5 第 2 項の対象事項は「登録に関する訴えJ であり，欧

州連合のブリユツセル Ibis 規則 24 条 4 号の対象事項は「出願または登録を要

する特許，商標，意匠その他これらに類似の権利の登録（中略）を対象とする

手続」である。両者の規定文言をみる限り．知財権に限定するか否かの相違は

あるものの，その点を除けば．登録を対象とする訴えという大枠では一致を見

ているo しかしながら，両者の解釈論を比べると，わが国民訴法 3 条の 5 第 2

項の対象には移転登録・抹消請求等を含むが，欧州連合プリュッセル Ibis 規則

24 条 4 号はそれを含んでおらず，明らかに前者の対象範囲の方が広い。わが

国民訴法の規定を解釈するに当たって，欧州連合プリュッセル Ibis 規則の議論

に盲従するつもりはないが，民訴法 3 条の 5 第 2 項の「登録に関する訴えJ と

いう規定文言は暖昧であり（44)•同項の事項的適用範囲をより制限的に解釈す

ることも可能であろう。加えて．外国知財権の登録帰属を巡る法的紛争につい

て日本が裁判権を行使することを可能にするためには，法定専属管轄規定の双

方化を巡る議論とは別に，民訴法 3 条の 5 第 2 項の事項的適用範囲を制限する

ことも方法としては有効である。もっとも．かかる解釈論を展開するに当たっ

ては，立案担当者・通説的見解に比して，民訴法 3 条の 5 第 2 項の事項的適用

範囲を制限的に捉えることが妥当か否かについて，検討を尽くす必要がある。

この点．立案担当者・通説的見解が主張する，民訴法 3 条の 5 第 2 項の立法

理由（上記 3. (2）①～③）はいずれも．少なくとも私人当事者間における登録移
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転・抹消請求訴訟等を念頭に置く限り，説得的であるとは言い難いように思わ

れる。

まず立案担当者・通説的見解が掲げる第一の根拠（3. (2）①）について論じ

ると，確かに．「登録に関する訴え」（民訴法 3 条の 5 第 2項）として．知財権

の登録の無効確認・取消を請求する訴訟．登録申請却下に対してその適法性を

争う訴訟．既になされた登録内容の訂正・変更を求める訴訟等（45）を想定すれ

ば．これらの訴訟はいずれも登録機関が行った登録に関する判断に異議を唱え

るものである。従って 登録制度が各国の政策判断に基づく権利創設的性格を

有し登録が行政機関による公権的行為と位置付けられる以上は，これら訴訟

類型を登録国の法定専属管轄の対象とすることには問題がないだろう。しかし

ながら，私人である当事者間で譲渡契約等に基づいて登録の移転・抹消等を請

求する訴訟については，登録国の法定専属管轄事項とすることを要する程に高

度な公益性を有しているとは思えない。登録の変動は私人間の実体的な権利義

務関係（典型的には．知財権譲渡契約）に基づいて行われる以上，仮令外国知財

権の登録が問題となる事案であったとしても．基礎となる実体的な法律関係に

ついて日本が裁判管轄権を有するのであれば．日本の裁判所がその必然的結果

として生じる外国における登録義務を認定し 一方当事者に対して外国におけ

る手続履践を命じたとしても．知財権の登録が帯びるとされる公益性との聞で．

決定的な緊張関係を生むとは考えられない（46）。登録処理の一貫性，正確性を

維持したいとする国家的利害が存在することは理解できるが，そうであったと

しても．私人間における実体法上の権利義務関係の問題を差し置いて，登録の

帰属問題のみを法定専属管轄事項に含めることが，こうした国家的利害の保護

および増進に寄与するとは到底思えない。

次に，立案担当者・通説的見解が掲げる第二の根拠（3. (2）②）は，登録機

関による登録に関する判断に異議を唱える訴訟類型を念頭に置けば理解も出来

るが．登録の帰属を争点とする私人間の訴訟を想定する限りは，必ずしも根拠

として適当な内容とは言えまい。例えば．日本企業同士の間である発明に関す

る複数回の登録知財権を譲渡する事案を想定すれば．これら企業聞における複

数の登録知財権の譲渡を巡る実体的な権利義務関係について最も迅速かつ適正
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な判断を下し得る立場にいるのは 日本の裁判所であると思われる。登録は当

事者間の実体的な権利義務関係を忠実に反映するに過ぎず，日本の裁判所が知

財権の登録国の如何を問わず，当事者聞における登録知財権を巡る実体的な権

利義務関係に関して適正な法的評価を与えることができるのであれば，これら

当事者聞における登録の帰属問題についても．自ずと適正な判断を導出するこ

とが出来るはずである。つまり．私人間における登録の移転・抹消請求訴訟等

においては，それが外国知財権を対象とするものであったとしても，必ずしも

日本の裁判所が適切かつ迅速に判断を行うことができないわけではなく，日本

の裁判所が登録の基礎となる実体的な法律関係を判断するのに支障がないので

あれば，その登録の移転・抹消等を判断する資格を十分に有していると評価し

ても問題ないだろう D 当事者聞における実体的な権利義務関係の問題を法定専

属管轄事項とはせずに．一般的な管轄規定に基づいて日本の国際裁判管轄の有

無を判断する一方で．実体的な権利義務関係の単なる反映に過ぎない登録の帰

属問題のみを殊更に法定専属管轄事項とするのは本末転倒であり．これを正当

化するための合理的な根拠を見出すことは難しいと言わざるを得ない（47）。

さらに，立案担当者・通説的見解が掲げる第三の根拠（3. (2）③）について

も．私人当事者間で登録の帰属を争う訴訟を念頭に置く限りは，必ずしも適正

な内容とは言い難い。日本の裁判所で登録移転・抹消請求訴訟が提起された場

合，これを「被告に対して登録移転等の意思表示を求める訴訟」として捉える

とすれば，判決の確定によって意思表示が擬制されることになる憎）ため．登

録国において当該判決を承認・執行するか否かが問題になる。これを迂遠と評

価することは可能かもしれないが 日本の判決を実現するために外国でその判

決の承認・執行を要するのは，何も知財権の登録に関する訴訟に限ったことで

はなく．金銭債権に基づく請求訴訟をはじめ一般の訴訟類型に広範に見受けら

れることである。従って．登録に関する訴えを法定専属管轄の対象とするに当

たり，その特別な正当化事由として第三の根拠を挙げることには相当無理があ

るだろう（49）。また，登録移転・抹消請求訴訟を「被告に対して登録移転等の

手続の履践を求める訴訟」として捉えることも可能であるが，被告が日本に所

在する場合には．仮令外国知財権の登録を対象とする訴訟であったとしても，



［嶋拓哉］ 国際的な法定専属管轄って これでいいのか 7 181 

それを日本で提起することが必ずしも迂遠とは言えまい。被告に対して外国の

登録移転手続の履践を求める判決を下せば，日本国内において間接強制を以て

これを実現させる余地がある（50）ほか，後に損害賠償請求訴訟等が提起された

場合には，当然に先行する確定判決として．その内容が考慮、されることにな

る（51）。加えて．日本に被告である登録名義人が所在する場合には．日本の裁

判所は当該名義人に対して，第三者等への登録移転手続の履践を禁ずる保全処

分を下すことも有効な選択肢である倒。これらのことを考えれば．日本の裁

判所が外国知財権の登録移転請求等に関して判決を下したとしても，必ずしも

その判決の実効性を確保できないわけではあるまい。とりわけ被告が日本に所

在する場合には．間接強制や保全処分を活用することで内国判決の実効性を確

保することも十分可能であり．日本での訴訟を迂遠と評価するのが適当とは思

えない。

(5）若干の補足説明

結局のところ．民訴法 3 条の 5 第 2 項の事項的適用範囲には登録移転・抹消

請求等を含まず，欧州連合プリュッセル Ibis 規則 24 条 4 号と同様に，その適

用範囲を．知財権の登録の無効確認・取消を請求する訴訟．登録申請却下に対

してその適法性を争う訴訟．既になされた登録内容の訂正・変更を求める訴訟

なと登録の有効性に関する訴えに限定するのが適当である。登録によって国

家が権利を創設するという点で知財権の登録が行政処分としての性格を有する

ことを踏まえれば，日本が国家として行った登録について．その有効性を問う

訴えが日本の法定専属管轄事項とされることには異論がない。もっとも．わが

国の法体系では．知財権という権利に着目してその有効性を争うことが殆どで

あり，登録に着目してその有効性を争うことは原則として想定されていな

い（則。また，壁録知財権の存否又は有効性を争う場合であっても．いずれも

行政審判における審決および審決取消訴訟によることとされており．これらは

非民事の領域に属する手続であり，民訴法の適用が想定され得ない。加えて．

不動産登記等にも知財権の登録で論じたことと同様のことが概ね妥当する（制。

こうしたことから，民訴法 3条の 5 第 2 項は直接管轄規定としては事実上空文
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化し，機能しないこととなる。他方において，外国裁判所においてわが国知財

権の登録の無効確認・取消等を請求する訴えが提起され本案判決を下すに至っ

た場合には，民訴法 3 条の 5 第 2 項に照らして同法 118 条 1 号要件を充足しな

いと判断され，当該外国裁判所の判決は内国効力を有しないとの結論に至るで

あろう。結局のところ．私見によれば，民訴法 3 条の 5 第 2 項はかかる態様に

おいて間接管轄規定としての存在意義のみを有するに止まることになる。

4. むすび

本稿では，国際的な法定専属管轄を規定した民訴法 3 条の 5 第 2 ・ 3 項を中

心として，これまでの立案担当者・通説的見解を見直すことの必要性を提唱し

てきた。その骨子は，①法定専属管轄規定の双方化は実際的意義を有さず．そ

れどころか．自国の法定専属管轄規定よりも外国の法定専属管轄規定の対象範

囲の方が狭い場合には 管轄の消極的抵触が生じ私人の裁判を受ける権利を段

損するほか．同一発明から生じる複数の登録知財権を一括譲渡する事案等にお

いて実務上様々な弊害を惹起する倶れがあること，②仮に法定専属管轄規定の

双方化を巡る議論を措くとしても，民訴法 3 条の 5 第 2 項の事項的適用範囲に．

知財権の登録手続をすべきことの意思表示を求める訴え 登録の義務の積極

的・消極的確認を求める訴えを含めるとすれば，わが国知財権と外国知財権の

間で登録帰属を巡る紛争について日本の国際裁判管轄の判断が分かれることに

なるが，このことが紛争の一体的解決に向けた当事者の期待や当事者間の法的

安定性の確保に支障を来す慎れがあること，の 2 点である。

もっとも．法定専属管轄規定を巡る法的問題はこれだけに止まるものではな

い。登録知財権に関して言えば，法定専属管轄規定の双方化を否定すれば．民

訴法 3 条の 5 第 3 項は直接管轄規定としての機能を喪失し専ら間接管轄規定と

して機能するに止まるが．果たして同項の機能と射程を知何に捉えるべきか．

とりわけ外国知財権侵害訴訟において権利無効の抗弁を如何に取扱うべきかと

いった問題が議論の組上に上るであろう。また登録知財権の問題を離れれば．

不動産の物的権利に関する訴訟を法定専属管轄規定の対象とすべきか否かとい

う立法論上の問題も重要である（問。現行の民訴法 3 条の 5 はこれを法定専属
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管轄事項に含めてはいないが，日本を取り巻く国際情勢が厳しさを増す中，国

家としての領土保全および国家安全保障の観点から早急に再検討すべき課題で

ある。紙幅の関係上．ここではこれら問題意識を記述するに止めるが，執筆者

自身は今後も法定専属管轄規定を巡り調査研究活動を継続するつもりである。

まずは本稿が法定専属管轄規定のあり方を巡る実務界・学会の議論に一石を投

じるものとなれば望外の幸せである。
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wer]; Dickinson/Lein (ed.), supra note (19), ｧ8.15 [Lehmann]; Hardeメ supra note (19), 

ｧ12.05. 

凶申美穂、「判批J 平成 27 年重判解（ジュリスト 1492 号） 305 頁．茶園茂樹「知的

財産椴関係事件の国際裁判管轄J 国際私法年報 11 号 66 頁（2010 年）。

凶あるいは，譲渡企業が反訴ではなく．本訴の中で抗弁として．譲受企業による

代金債務の不履行を主張することも考えられる。この場合，譲渡企業としては．

「譲受企業の代金債務のうち．わが国特許権の登録移転に対応する部分について不

履行が生じていること」を立証する必要があると考えられる。しかしながら．現

在の契約実務では，譲渡代金について「わが国特許権は00 ドル． S 国特許権は

××ドル……J といった如く．各国特許権毎に分けて契約書に金額が記載されて
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いるわけではなく．単に総額が記載されているに過ぎない。そうした中で譲渡企

業が．代金支払債務の一部について不履行が生じている旨を抗弁として提出した

としても．その不履行がわが国特許権に対応するものであることを立証できなけ

れば，不適法抗弁として取扱われる倶れがある旨指摘されている（「〈座談会〉知

的財産実務にみる国際裁判管轄」 L&T 48 号 18 頁［三村量一発言］ (2010 年））。

邸）駒田泰土「判批J 新・判例解説明俗的 16 号 263 頁（20日年）．茶園・前掲注側

66 頁，河野俊行編『知的財産権と渉外民事訴訟j （弘文堂. 2010 年） 393 頁［大野

聖二］も同旨を論じる。

白6) 詳細は後述 3. (3）を参照。

位1) 英国でもこれと同様の議論がある。 Fawcett/Torremans (ed.) , supra note ( 19) , 

para. 1.104仔では．プリユツセル Ibis 規則 24 条の反射的効果を肯定すれば，外国知

財権の登録移転・抹消に関する訴訟について英国の国際裁判管轄を一律に否定す

ることになるが，これは柔軟性に欠ける（inflexible）処理であるとしたうえで．自

国の国際民事訴訟法にはフォーラム・ノン・コンヴイニエンス法理等もあるのだ

から．これらを活用して個別事案に応じた柔軟な判断を行うべき旨を提唱する。

側佐藤＝小林編著・前掲注（2) 109 頁。

四）佐藤＝小林編著・前掲注（2) 107-108 頁。

問〕 i畢木＝道垣内・前掲注（5)294 頁．横山潤『国際私法J （三省堂. 2012 年） 347 頁．

西谷・前掲注（7)297 頁．鈴木・前掲注（3) 102 頁等。

側佐藤＝小林編著・前掲注（2) 107 頁。

倒駒田泰土教授は．本文で示した立法理由の②に関しては．当事者がこの点を承

知のうえで敢えて登録国以外での訴訟を選択するのであれば，そうした当事者の

意思を排除する理由はないとするほか．立法理由の③に関しては執行判決を経ず

とも相手方が任意に外国判決に従う場合もあることを踏まえると，法定専属管轄

とするほどに強度な正当化根拠とは言い得ないとする（駒田・前掲注側 263-264

頁）。このほかにも，民訴法 3 条の 5 第 2 項の立法根拠を薄弱であると指摘するも

のとして．横溝大「判批J ジュリスト 1487 号 108-109 頁，申・前掲注凶1)305 頁等

がある。

邸）特許庁出願支援課登録室編『産業財産権登録の実務［改訂 6版]J （経済産業調

査会. 2010 年） 893 頁では．特許登録実務における外国裁判所の確定判決の取扱

いに関して．「民事訴訟法 118 条各号の条件を具備している確定命令（判決）であ

れば．登録の原因を証明する書面とすることができますJ と記述するなど．日本

の特許権の登録を巡って外国裁判所が判決を下すことを前提とした登録事務手続



188 国際私法年報第 24 号（2022)

が想定されていた。

倒例えば，茶園・前掲注側65-67 頁。

。司 Rauscher (Hrsg.), aふ0. (Fn. 19), Art. 24 Rdn. 170 [Mankowski]; Kropholler/von Hein, 

a.a.O. (Fn. 20), EuGVO Art. 22 Rdn. 43. 

'36) Rauscher (Hrsg.), aふ0. (Fn. 19), Art. 24 Rdn. 170 [Mankowski]; J. Fawcett, Special 

Rules of Private International Law for Special C話回： What Should We Do About Intellectual 

Property?, in Fawcett (ed.) , Reform and Development of Private Internacional Law ( Oxford 

Univ. Pr., 2002), 137, 139f. 

間 Kropholler/von Hein, aふ0. (Fn. 20), EuGVO Art. 22 Rdn. 46; Rauscher (Hrsg.), aふ0.

(Fn. 19),Art. 24 Rdn. 170百［Mankowski].

倒 C. McLachlan/P Nygh (ed.), Tran 

endon, 1996), 140 [P. D. Trooboff]. 

。到 Fawcen/Torremans (ed.), supra note (19), para. 1.38; D. Holleaux/J. Foyer/G. G. de la 

Pradelle, Droit International Prive (M狐on, 1987), 38う［para831]. 

(40) ECJ of 15. 11. 1983, Case C-288/82 ECR 3663, 3677 [Duijnstee v. Goderbauer]; Kropｭ

holler/von Hein, a.a.O. (Fn. 20), EuGVO A礼 22 Rdn. 46; Mayr (Hrsg.), a.a.O. (Fn. 19), 

Rdn. 3.592 [Wittwer]; Paulus/Peiffer/Peiffer, a.a.O. (Fn. 19), Art. 24 Rdn. 118 [Paulus]; 

Fawcett/Torremans (ed.), supra note ( 19), para. 1.38; Hess, a.a.O. (Fn. 20), Rdn. 6.142. 

純白 Fawcett/Torremans (ed.), supra note (19), para. 1.40; McLachlan/Nygh (ed.), supra note 

(38), 140 [Trooboff]. 

仰：） Fawcerr/Torremans (ed.), supロ note (19), para. 1.40; McLachlan/Nygh (ed.), supra note 

(38), 140 口roobo伺．

似3 ECJ of 15. 11. 1983, Case c・288/82ECR 3663 [Duijnstee v. Goderbauer］.なお．オラ

ンダの登録商標を有する原告が同じマークについて登録出願を行った被告に対し

て異議を唱え自己の権利を主張した事案について，欧州司法裁判所は「誰が登録

知財権に権利を有するかという問題を取扱う訴訟手続は法定専属管轄の射程には

含まれない」とする判断を示している （EC] of 5.10.2017, Case C-341/16）。

制）道垣内正人「著作権に関する国際裁判管轄と準拠法j コピライト 600 号（2011

年 4 月号） 11 頁。

側 日本の特許法等では．私人がこれらの事項を争う場合にはまずは行政機関の審

判手続に拠り．その審決に不服がある場合には審決取消訴訟等の形で行政訴訟を

提起すべき旨規定している。従って．日本の特許権に関する限りは．本文で記載

したような民事訴訟が提起される余地はない。
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揃）不動産登記との関係で同旨展開の可能性に言及したものとして，嶋・前掲注（8)

126 頁。なお．嶋拓哉＝高杉直編 f国際民事手続法J （勤草書房， 2022 年） 101 頁

［竹下啓介］も．かかる主張を行う余地があることを認める。

間不動産登記との関係で同旨を述べたものとして．嶋拓哉「f不動産の権利に関す

る訴訟j を国際的な法定専属管轄の対象にする必要はないのか？一一実効的な領土

保全に向けた取組みとしてJ 北大法学論集 72 巻 5 号 1353 頁（2022 年）。

細民事執行法 174 条． ドイツ民事訴訟法（ZPO) 894 条。

側 日本弁護士連合会国際裁判管轄規則の法令化に関する検討会議編『新しい国際

裁判管轄法制一一実務家の視点からJ （商事法務. 2012 年） 49 頁［伊藤理＝古田啓

昌］。

印） こうした考え方を示唆するものとして，前掲注凶「座談会J 14 頁［三村発言］。

側 C. Wenner, Grundstiickseigenrum im Ausland-Gerichtsstand im Inland? Ein Beitrag zu ｧ 

24 ZPO und Art. 22 Nr. I EuGVO, in K. Briigmann/P. M. Oppler/C. Wenner (Hrsg.), F，白t’

schrift fiir Walter Jagenburg zum 6う. Geburtstag (C.H. Beck, 2002), 1013, 1024. 

同登録図の裁判所も同様の保全処分を行うことは可能であるが．一般に保全処分

は承認適格性を否定され．その効力は当該登録国の領域内に限られることから．

その実効性には限界があると言わざるを得ない（Wenner, a.a.O. (Fn. 51), 1024f) 。

従って．登録地が外国に所在する場合であって，当該登録に関する訴訟がわが国

裁判所に提起されたときに．登録国の法定専属管轄を肯定しその反射的効果とし

て自身の管轄を一律に放棄すれば．わが国における保全処分等による保護の可能

性の一切を切り捨ててしまうことにもなりかねず 賢明な判断とは言い難いよう

に恩われる。こうしたことも．法定専属管轄規定の双方化を否定する有力な根拠

のーっとして位置付けることが可能である。

問但し，商標に関しては．登録異議の申立て（商標法 43 条の 2）.商標登録無効審

判請求（同 46 条）がある。文言上，これらは登録の有効性に着目した審判として

捉える余地がある。

同不動産登記の事案でも．①譲渡契約または担保契約等を巡って私人間で不動産

登記の帰属を争う場合のほかに，②笠記機関による不動産登記に関する判断の有

効性について私人が登記機関を相手取り争う場合があり得る。このうち．②は登

録知財権と異なり，直接に裁判所に訴訟を提起することが認められる（例えば．

松山地判昭和 29 年 5 月 20 日行政事件裁判例集 5 巻 5 号 1149 頁．浦和地判平成 4

年 11 月 27 日訟務月報 39 巻 8 号 1441 頁．札幌高判平成 11 年 1 月 26 日訟務月報

45 巻 9号 1721 頁）が．こうした訴訟は非民事に属する訴訟であり，そもそも民訴
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法の適用を予定しない。従って，不動産登記についても．民事領域では①の類型

に属する訴訟しか認めらないこととなるが．知財権の登録移転・抹消請求訴訟等

と同じく，これら訴訟も民訴法 3 条の 5 第 2項の「登記・登録に関する訴えJ に

含まれないと考えるべきである。以上のことから，私見では，不動産登記に閲し

ても民訴法 3 条の 5 第 2項は直接管轄規定としては空文化することになる。

師） この点は，嶋・前掲注側 1313 頁以下を参照。




